
  

 

                          

２
月
３
日
（
月
）
の
節
分
に

向
け
て
、
園
児
た
ち
は
、
鬼
に

『
お
腹
の
中
の
鬼
を
食
べ
に
来

て
く
だ
さ
い
。
』
『
鬼
さ
ん
は
何

が
好
き
で
す
か
？
』
な
ど
手
紙

を
書
い
て
鬼
の
ポ
ス
ト
へ
入
れ

ま
し
た
。 

数
日
後
、『
２
月
３
日
に
行
く

か
ら
な
』
と
川
む
こ
う
の
鬼
か

ら
返
事
が
返
っ
て
来
ま
し
た
。

さ
あ
大
変
、
園
児
た
ち
は
、
鬼

札
を
作
っ
て
鬼
を
待
ち
ま
し
た
。 

当
日
は
、
鬼
が
嫌
が
る
「
び

ん
か
」
と
「
あ
せ
ぼ
」
を
戸
口

に
貼
り
、
豆
を
炒
っ
て
、
イ
ワ

シ
を
焼
い
て
食
べ
、
準
備
万
端
。

そ
こ
へ
赤
鬼
が
や
っ
て
来
ま
し

た
。 赤

鬼
の
登
場
に
、
怖
く
て
泣

い
て
し
ま
う
子
、
動
け
な
く
な

っ
て
し
ま
う
子
も
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
、
勇
気
を
振
り
絞
っ

て
「
オ
ニ
は
～
そ
と
」
と
大
き

な
声
で
叫
ん
で
、
豆
を
ま
き
、

「
自
分
の
中
の
悪
い
鬼
」
を
追

い
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

   

今
年
は
、
全
国
的
な
暖
冬
の
影 

響
で
、
川
上
小
学
校
で
ス
ケ
ー
ト 

リ
ン
ク
と
し
て
使
用
し
て
い
る
池 

が
凍
ら
ず
、
毎
年
、
川
上
小
学
校 

で
体
育
の
授
業
で
行
っ
て
い
る
ス 

ケ
ー
ト
学
習
が
実
施
で
き
ま
せ
ん 

で
し
た
。 

小
学
校
の
ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク
で 

の
ス
ケ
ー
ト
学
習
の
代
替
と
し
て 

２
月
10
日
（
月
）
、
恵
那
市
武
並 

町
の
「
県
ク
リ
ス
タ
ル
パ
ー
ク
恵 

那
ス
ケ
ー
ト
場
」
に
全
校
児
童
で 

出
掛
け
て
、
１
日
限
定
の
ス
ケ
ー 

ト
学
習
を
実
施
し
ま
し
た
。 

当
日
は
、
１
・
２
年
生
は
、
基 

本
の
滑
り
方
や
、
転
び
方
を
教
わ 

り
ま
し
た
。 

 

３
～
６
年
生
は
、
毎
年
学
習
し 

て
い
る
成
果
を
活
か
し
て
、
す
い 

す
い
と
滑
走
で
き
ま
し
た
。 

児
童
た
ち
は
、
広
い
ス
ケ
ー
ト 

リ
ン
ク
で
自
由
に
滑
る
こ
と
が
で 

き
て
楽
し
い
ひ
と
と
き
に
な
り
ま 

し
た
。 

 

                               

 

 



 

 

【問合せ先】 

中津川市消防本部 予 防 課 電話 0573-66-1619 

坂下分署 電話 0573-70-0119 

 

 

 

 

 

 

 

 

川上地区の人口と世帯数 

（Ｒ2.1.31現在） 

人口 761人【男 375人 女 386人】 

世帯 288世帯 

今年度生まれた赤ちゃん 3人 

 

 令和 3 年の成人式は 1 月 10 日（日）開催予定です。 

なお、中津川市では令和 4 年 4 月の民法改正によ 

る成人年齢引き下げ後も、20 歳を対象とした式典 

を開催していく予定です。 
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３月１５日 家庭の日 

地域の おじさん おばさん ありがとう 

 

令和２年４月から 

事務所、店舗、工場などの屋内禁煙が 

義務化されます 
 

【問合せ先】文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 

電話 0573-66-1111 

 

点検は簡単！ 

ボタンを押すかひもを引くだけ！ 

音が鳴らないときは、      

電池切れか故障しているかも！ 

●
市
消
防
本
部
よ
り
● 

  

※消防法令により、住宅用火災警報器の

設置が義務づけられています。 

【問合せ先】 

市民福祉部 健康医療課 

電話 0573-66-1111 

親と子の対話がつくるよい家庭 

毎月第３日曜日は「家庭の日」 

中津川市青少年健全育成推進市民会議 

望まない受動喫煙を防止するため、皆さまの

ご理解とご協力をお願いします。 

 詳しい情報はこちらへ（Web サイト

「なくそう！望まない受動喫煙。」） 

hｔｔps://ｊyudokitsuen.mhlw.go.jp 


